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本資料に掲載する各アンケート調査の諸元について

3

＜各調査における「空き地等」の定義について＞
① 「空き地等に関する所有者アンケート」における空き地等とは、空き地のほか、

駐車場、畑・菜園、物置・倉庫による利用を含む
② 「空き地等に関する自治体アンケート」における空き地等とは、「現状が空き地

及び駐車場、資材置き場として利用している土地」をさす

①空き地等に関する所有者アンケート

目的 ：空き地等の所有者の管理

や利活用の実態及び意向
を把握するため

調査対象：Web調査サイト登録者の
中で空き地等の所有者

標本数 ：5000

調査期間：平成29年２月３日～７日

②空き地等に関する自治体アンケート

目的 ：全国市区町村の空き地等
の管理・利活用の実態及び

意向を把握するため

調査対象：全国市区町村
（1741市区町村）

標本数 ：1221（回収率70.1%）

調査期間：平成28年12月27日～
平成29年２月20日



１. 空き地等の所有者の現状と意向について
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所有する空き地等の現況及び空き地等のまま保有する理由

○ 空き地等の利用形態として、自己・賃貸とも物置、駐車場等何らかの利用をしているものは5割強を占める一方、特
に利用されていないものは4割強を占める。

○ 空き地等になっている理由について、過半（５割強）が「空き地等を相続し、そのままになっている」と回答。具体的な
土地の利用を想定して積極的に取得したものは、これに次いでいる（15％）。

○ 比較的小規模なものが（200㎡未満が５割強、500㎡未満が８割弱）が大半である。

空き地等を相

続し、そのまま

になっている
54%

住宅等を建築するために土地を購入し

たが、まだ建築していない 15%

建っていた建物を除却し、そ

のままになっている 13%

貸しているが、借主が空き

地等のままにしている 7%

土地区画整理事業が行

われているから 5%
その他

6%

空き地等のままになっている理由

出典：国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート」（平成29年２月実施）5

自らが物置・倉庫として利用, 
12.0 , 12%

自らが駐車場として利用, 
9.4 , 9%

自らが畑・菜園等とし

て利用, 12.5 , 13%

物置・倉庫として貸している, 
4.3 , 4%

駐車場として貸して

いる, 9.2 , 9%
畑・菜園等として貸している, 

7.1 , 7%

特に利用していない, 44.0 , 
44%

その他, 1.5 , 2%

所有している空き地等の現状

100㎡未満, 
26.2 , 26%

100㎡～200㎡未満, 
28.4 , 28%

200㎡～500㎡未満, 
24.2 , 24%

500㎡～1,000㎡未満, 
10.6 , 11%

1,000㎡～2,000㎡未満, 
5.7 , 6%

2,000㎡以上, 
5.0 , 5%

所有する空き地等の規模



空き地等所有者による空き地の管理実態

○ 空き地等の具体的な維持管理の方法として、所有者の約５割が草刈りを行っているほか、約３割の所有者が見回
りや掃除が行われている。一方で、管理行為をしていない所有者が４分の１を占める。管理の頻度は毎月または
年数回とするものが大部分（９割）を占め、 ７割近くの所有者の管理の年間コストは５万円未満と回答している。

○ 「維持管理に障害や課題はない」、「土地を利用する予定がないので管理が無駄になる」と回答する所有者がそ
れぞれ４割近く、２割近くを占めている。一方、 「管理の作業が大変」 、「遠方に住んでいるので管理が困難」と回
答する所有者はそれぞれ約２割半、２割を占めている。

50.3

31.3

27.2

10.5

1.5

25.8

0% 20% 40% 60%

草刈り

見回り

掃除

看板・囲いの設置とその点検

その他

管理していない

（n=5000）

月に１回～数回
1,453
39.2%

年に１回～数回
1,865
50.3%

数年に１回
393

10.6%

（n=3711）

費用はかかっていない
1,713
34.3%

１万円未満
617

12.3%
１万円～３万円未満

629
12.6%

３万円～５万円未満
487

9.7%

５万円～１０万円未満
409

8.2%

１０万円～２０万円未満
240

4.8%

２０万円～５０万円未満
130

2.6%

５０万円以上
56

1.1%

不明
719

14.4%

（n=5000）

20.3

25.7

14.5

9.2

16.9

35.9

0% 10% 20% 30% 40%

遠方に住んでいるので管理が困難

管理の作業が大変

管理費用の負担が重い

管理を頼める人や業者がいない

土地を利用する予定がないので管理が無駄になる

障害や課題はない

（n=5000）

所有者による管理行為（複数回答）

所有者による管理の年間コスト

所有者による管理の頻度

所有者による管理上の課題

6出典：国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート」（平成29年２月実施）



空き地等所有者の売却や賃貸の意向①

将来的にも売却するつもり

はない, 27.8%

現在は考えていないが、将来的に

は売却もあり得る, 39.5%

売却することを考えてもよ

い, 19.6%

売却先を探している, 8.7%
既に売却の見込みが立っている, 4.4%

所有者の空き地等の売却意向

○ 将来も売却や貸付けを行うことはないとする所有者が約３割を占める。一方、将来を含め売却や貸付けを行うことを
考える者が約６割に達する（残り１割は、既に売却・貸付先を探し、または、その目処が立っている）。

○ 他方、今後５年間に売却・貸付けを行いたいとする者は、合わせて約５割近くにとどまり、空き地等のままにしておく
者が約３割を占める。

将来的にも貸すつもりは

ない, 27.5%

現在は考えていないが、将

来的には貸すこともあり得る, 
35.2%

貸すことを考えても

よい, 26.4%

賃貸先を募集している, 
4.7%

既に賃貸の見込みが立っ

ている, 6.2%

所有者の空き地等の賃貸意向

出典：国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート」（平成29年２月実施）

賃貸する
18%

売却する
27%

所有者やその親族が利用す

る（資材置き場等以外に）
21%

所有者やその親族以外が利用する

（資材置き場等以外に）
5%

空き地のままにしておく

（資材置き場等を含む）
29%

今後５年間の空き地等の利用意向

出典：国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート」（平成29年２月実施）

出典：国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート」（平成29年２月実施） 7



43.3%
20.7%

16.7%
12.9%

7.7%
6.9%
6.3%
5.7%

2.6%
3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

今後自分や親族等が利用する予定だから

困っていないから

先祖代々の土地だから

貸してしまうと自らの利用の際に障害になると困るから

他人に貸すのは不安だから

どうせ借りる相手が見つからないから

満足な地代を得られないから

貸すための手間をかけたくないから

どうしたら貸せるかわからないから

その他

将来的にも貸すことはない理由

空き地等所有者の売却・賃貸意向②

4.7%

10.2%

17.4%

28.9%

38.3%

0.4%

（賃貸先を募集している人に対して）賃貸の状況・見通しについて

既に賃貸の見込みが立っている

近いうちに賃貸先が見つかると思う

申出はあるが、税金等を勘案すると持

ち出しになるので成約に至らない

申出があり、税金等を勘案しても利益は出るが、

その条件では満足できず成約に至らない

募集を行っているが、なかなか見つから

ず、賃貸は厳しいと考えている

その他

○ 将来も売却や貸付けを行うことはないとする所有者のうち、「今後自分や親族等が使用する予定だから」と回答した
人は半数にとどまり、次いで「資産として保有し続けたいから」、「困っていないから」、「先祖代々の土地だから」と回
答している。

○ 一方、貸付けについては、一旦貸すと自己利用の支障になること、他人に貸すのは不安だからという懸念を持つ所
有者が一定程度存在する。

出典：国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート」（平成29年２月実施）

出典：国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート」（平成29年２月実施）

1.4%

1.6%

4.4%

5.5%

5.8%

19.7%

23.5%

24.0%

49.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

その他

どうしたら売却できるか分からないから

満足できる価格で売却できないから

買い手がつかないだろうから

売却の手間をかけたくないから

先祖代々の土地だから

困っていないから

資産として保有し続けたいから

今後自分や親族等が利用する予定だから

将来的にも売却することはない理由

出典：国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート」（平成29年２月実施） 8



空き地等のまちづくりの利活用のための賃貸意向

○ 空き地等を地域でのまちづくりのために利活用することに関し、貸すより売りたいとする所有者が２割を占め、半数
以上の者が貸してもよいとするが、このうち、条件次第とする者がほとんどである。

○ 「条件」としては、税金相当など一定の地代が得られると回答した所有者が約５割おり、借り手が自治体など信頼で
き、責任を持って管理してくれることをあげる者が約4割存在する。

○ なお、貸すことは考えられない理由として、貸すと「今後、自らの利用や今後の賃貸・売却の際に障害になると困る
から」と回答した人が約４割存在する。

3.2%

7.3%

16.1%

16.5%

25.9%

42.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

その他

より高い地代が得られる先に貸したいから

地域での利活用になると地域との付き合い

上、管理状況について意見を言いにくいから

地域での利活用になると地域との付き合い

上、返却を求めにくいから

家族や親族の了解が得られないから

今後、自らの利用や賃貸、売却の際に障害に

なると困るから

（空き地等のまちづくりの利活用について）貸すことは考えられない理由

（複数回答）

0.2%

19.7%

21.1%

28.5%

40.1%

50.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

その他

自治体や町内会等で責任をもって管理してくれるこ

と

今後自らが利用したり売却したりする際に遅滞なく

返してくれること

通常の商業利用等と同じ程度の地代が得られるこ

と

借り手が自治体等の信頼できる先であること

固定資産税が払える程度の地代が得られること

（空き地等のまちづくりの利活用について）

条件次第で貸すことも考えられるの「条件」（複数回答）

9出典：国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート」（平成29年２月実施）

無償で貸してもよい, 7.6%

借り手や利活用方法、賃貸条

件次第で貸すことも考える, 
45.8%

貸すことは考えられない, 24.8%

貸すよりも売りたい, 20.7%

その他, 1.1%

空き地等のまちづくりのための利活用に対する賃貸意向



情報公開に対する現状
○空き地等の売却・貸付けのための情報提供に関し、不動産仲介業を含め広く提供してよいとする所有者は16%にとど

まる一方、一切行わないと回答する所有者も34%を占める。
○所有者が情報提供を一切行わないとする理由としては、「そもそも利活用を考えていないから」と回答する所有者が約

６割を占めているが、「提供した情報が公開されることに不安があるから」、「情報の提供先が信用できないから」と回
答する所有者も一定程度存在するとともに、「情報を公開することにメリットを感じないから」と回答する所有者も２割弱
を占める。

広く一般に提供してもよい, 
15.6%

自治体や信頼できる団体

（自治体の認定団体等）の

内部に限った利用であれば

構わない, 16.7%

自治体の内部に限った利用で

あれば構わない, 18.2%
友人・知人等の関係者に限っ

て情報を提供する, 15.1%

情報の提供は一切行わない, 
34.4%

売却・賃貸のための情報提供

出典：国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート」（平成29年２月実施）

24

200

221

174

312

264

998

0 500 1000 1500

その他

周囲の人に売却・賃貸等を考えていること

を知られたくないため

提供した情報が公開されることに不安があ

るから

情報の提供先が信用できないから

情報を公開することにメリットを感じないか

ら

利活用以外の面倒なことに巻き込まれたく

ないから

そもそも利活用等を考えていないから

情報提供を一切行わない理由

10
出典：国土交通省「空き地等に関する所有者アンケート」（平成29年２月実施）



２. 空き地等をめぐる自治体の現状について
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【機密性２】
空き地の発生の現状

増加している
457 

37.4%

ほとんど変わらな

い
553 

45.3%

減少している
108 

8.8%

無回答
103 

8.4%

最近10 年間における空き地等の変化

増加する
680 

55.7%

ほとんど変わらな

い
391 

32.0%

減少する
74 

6.1%

無回答
76 

6.2%

現在と比較した今後10 年間の空き地等の変化

発生のみが進んで

いる
56 

4.6%
発生が多く、解消が

少ない
438 

35.9%

発生と解消が同程

度で進んでいる 289 
23.7%

発生が少なく、解消

が多い
98 

8.0%

解消のみが進んで

いる
13 

1.1%

発生も解消も見られ

ない
210 

17.2%

無回答
117 

9.6%

最近10 年間の空き地等が多い場所における

発生・解消の進み方

小規模（住宅宅地の区

画程度）
402 

47.5%

中規模（小規模と大規

模の中間程度の規模）
90 10.6%

大規模（大規模工場・商

業施設の跡地等）
5 

0.6%

特定の規模が多いとい

うことはない
232 

27.4%

その他・無回答 118 
13.9%

発生が多い空き地等の規模

○ 最近10年間で４割近くの自治体が「空き地等が増加している」と回答している。一方、今後10年間では半数以上の自
治体が現在よりも「空き地等が増加する」と 回答している。

○ 空き地等が多い場所での発生や解消の進み方については、 36％の自治体が「発生が多く、解消が少ない」と回答し
ている。また、空き地等の規模については、約半数の自治体が小規模（住宅宅地の区画程度）のものが多いと回答
している。

出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点） 12



【機密性２】
管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地の現状①

35 
19 

198 
347 

523 
350 

172 

0 200 400 600

駅周辺・中心市街地

路線商業地

市街地（駅周辺・中心市街地の周辺）

市街地縁辺部（市街地と郊外の間）

郊外

中山間地域

その他

（回答数）

「管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地」

の発生が著しい地域等（複数回答）

増加する
766 

62.7%

ほとんど変わらない
345 

28.3%

減少する
33 

2.7%

無回答
77 

6.3%

現在と比較した今後10 年間の「管理水準が低下

（雑草繁茂等）した空き地」の面積の変化

1,010 

796 

764 

448 

412 

367 

311 

253 

41 

0 200 400 600 800 1,0001,200

高齢化等により自ら管理・活用できないなど、空き地等の所有者の身体的理由のため

空き地等の所有者が遠方居住であるなど、迷惑土地利用状態であることが認識できな

いため

管理・活用の費用を負担できないなど、空き地等の所有者の経済的理由のため

空き地等の所有者が、管理・活用の適当な委託先や担い手を見つけることが困難なた

め

空き地等の所有者が、迷惑土地利用状態を是正する意識が希薄なため

空き地等の所有者が、迷惑土地利用状態とは認識していないため

空き地等が接道不良や狭小であるなど、空き地等の活用が困難なため

空き地等が複数の所有者による共有であるなど、管理・活用の意思決定が円滑に行わ

れにくいため

その他

（回答数）「管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地」の状態に至る理由（複数回答）

増加している
419 

34.3%

ほとんど変わらない
355 

29.1%

減少している
36 

2.9%

把握していない
334 

27.4%

無回答 77 6.3%

10 年前と比較した「管理水準が低下

（雑草繁茂等）した空き地」の件数の変化

○ 最近10年間で約35％の自治体が「管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地等の件数が増加している」と回答して
いる。また、今後10年間で約62％の自治体が現在よりもその面積が「増加する」と 回答している。

○ 「管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地等」は郊外、市街地縁辺部、中山間地域等での発生が著しいとの回答
が多い。

○ 「管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地等」の状態に至る理由について、身体的理由や経済的理由で所有者自
身による管理不足が挙げられる一方、所有者が遠方居住である等で迷惑土地利用状態であることを認識していない
ことも多く挙げられている。

13出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点）



【機密性２】
管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地の現状②

924 
745 

663 
602 

498 
243 

225 
218 
205 

118 
116 

80 
56 

40 
34 

15 
7 

61 
62 

0 200 400 600 800 1,000
景観の悪化

ごみ等の投棄

害虫の発生

落ち葉、種子等の散乱

地域のイメージの低下

地域の活力（賑わいや経済）の低下

道路等周辺の汚れ

火災

営農環境の低下

犯罪

資産価値の低下

悪臭

砂ぼこり

大型車両通過等による危険増加

土砂崩れ

土壌汚染や水質汚濁

騒音や振動

その他

特にない

（回答数）

「管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地」

が周辺に迷惑を及ぼしている現象（複数回答）

874 

548 

361 

186 

57 

0 200 400 600 800 1,000

地域イメージの低下

地域の活力（賑わいや経済）の低下

治安の悪化

地価（資産価値）の下落

その他

（回答数）

地域・地区内に空き地等が複数存在することによる、

地域・地区全体への影響（複数回答）

75 

690 

443 

0 200 400 600 800

利用希望がある

苦情がある

ない

（回答数）

空き地等に関して住民からの意見

（利用希望、苦情）の有無（複数回答）

増加している
266 

38.6%

ほとんど変わらない
359 

52.0%

減少している
22 

3.2%

無回答
43 

6.2%

過去10 年間の空き地等に関する住民からの苦情の数の変化

○ 「管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地」が周辺に迷惑を及ぼす影響として、ごみ等の投棄、害虫の発生等周辺
住民に害悪を与えているだけでなく、景観の悪化、地域のイメージの低下等地域の価値を下げていることを挙げる
自治体も多い。

○ 空き地等に関して住民から自治体に寄せられる意見としては、苦情が多い一方、利用希望は少ない。苦情の数は約
４割の自治体において、10年前と比較して増加していると回答している。

14出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点）



自治体の空き地に対する対応と取り組み①

20.6%

79.4%

空き地等に関する担当部署が決まっているか

明確に決まっている 案件に応じ対応している

※明確に決まっている自治体のうち、
約８割は環境課等の 管理のみの担当部署となっている。

○ 空き地等に関する担当部署が「明確に決まっている」と回答した自治体は約2割であり、その多くは環境等のまちづく
り部局以外の部局が担当になっている。

○ また、空き地等の管理・活用を促進する取組みを行っていないとする自治体は多いが、自治体の取組みとしては、
「条例等による規制等」、「行政指導」が多い。

109

91

1

105

68

2

219

252

144

101

45

28

15

7

2

9

18

58

608

0 100 200 300 400 500 600 700

意識啓発の実施（イベント、広報、教育等）

相談窓口の設置

専門家等の派遣

行政等による所有者の把握。管理

監視塔のパトロールの実施

ガイドライン等の提示

行政指導

条例等による規制等

斡旋（除草業者等）

仲介（空き地情報の提供等によるマッチング等）

管理用具（草刈り機等）の貸出

助成（購入、管理費の助成等）

行政等による管理受託

行政等による購入または借上

税制措置（課税強化）

税制措置（課税減免）

除去すべき空き家の敷地を活用する支援

その他

行っていない

空き地等の管理・活用を促進する取組み

15出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点）



自治体の空き地に対する対応と取り組み②

○ 自治体の管理・活用の取り組みのうち、効果への貢献度が大きいものとしたのは、「行政指導」、「条例等による規制
等」に次いで、「斡旋（除草業者等）」、「行政等による所有者の把握・管理」が挙げられる。

○ また、自治体の管理・活用の取り組みを実施するにあたっての課題として、「空き地等の場所、件数、面積等の発生
状況が不明」、「体制・予算が不十分」に次いで、「空き地等の土地所有者の意識や理解が不十分」が挙げられる。

170

161

87

71

65

53

53

42

25

18

11

9

4

2

2

2

0

12 

0 100 200

行政指導

条例等による規制等

斡旋（除草業者等）

行政等による所有者の把握・管理

仲介（空き地情報の提供等によるマッチング等）

意識啓発の実施（イベント、広報、教育等）

相談窓口の設置

監視等のパトロールの実施

管理用具（草刈り機等）の貸出

助成（購入、管理費の助成等）

行政等による管理受託

除却すべき空き家の敷地を活用する支援

税制措置（課税減免）

ガイドライン等の提示

行政等による購入又は借上

税制措置（課税強化）

専門家等の派遣

その他

（回答数）自治体の管理・活用の取組みのうち、効果への

貢献度が大きいと考えられるもの（複数回答）

523

517

396

211

210

209

136

93

74

26

19

13

12

205 

0 200 400 600

空き地等の場所、件数、面積等の発生状況が不明

体制・予算が不十分

空き地等の土地所有者の意識や理解が不十分

管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地等の場所、件数、面積

等の発生状況が不明

担当部局が決まらない

紛争には介入できない

法的措置が必要

管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地等による迷惑の程度や

範囲が限定的

空き地等の発生原因が不明

規制導入の理解が得られない

管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地等の発生原因が不明

助成実施の理解が得られない

関係部局の協力が得られない

そもそも土地の需要がない

（回答数）
自治体において、空き地等の管理・利活用を促進する取組み

を実施するにあたっての課題（該当するものを3つまで選択）

16出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点）



【機密性２】
自治体による空き地等の実体把握の現状

281 

19 

29 

43 

46 

69 

752 

0 200 400 600 800

都市計画基礎調査で継続的に把握している

都市計画基礎調査以外の独自の調査で継続的に把握している（空き地等の分布や量について）

都市計画基礎調査以外の独自の調査で継続的に把握している（所有者情報について）

調査を行ったことがある（単年度調査等で、空き地等の分布や量について）

調査を行ったことがある（単年度調査等で、所有者情報について）

調査を行うことを検討している

調査を行う予定はない

（回答数）
自治体おける空き地等の実態(空き地等の分布や量、所有者情報）把握（複数回答）

15 

58 

12 

29 

998 

38 

0 500 1,000 1,500

全ての空き地等について貴自治体自らが動いてリスト化を行っている

管理水準が低下（雑草繁茂等）した空き地のみ貴自治体自らが動い

てリスト化を行っている

活用したい空き地のみ貴自治体自らが動いてリスト化を行っている

所有者等による任意のデータ登録制度を設けている

特に設けていない

その他

（回答数）

自治体内の空き地等をリスト化するような仕組みの有無（複数回答）

216 
800 

351 
155 

62 
51 

227 
59 

153 

0 200 400 600 800 1,000

メリットがない

労力・予算が確保できない

制度的根拠がない

関連データが電子化されていない

自治体内の関係部局から情報が得られない

自治体外の関係団体から情報が得られない

所有者の特定ができない

その他

特に課題は感じない

（回答数）

自治体内の空き地等の実態(空き地等の分布や量、所有者

情報）を把握する仕組みに関する課題

○ 空き地等の実態把握を行う予定はない自治体は約６割を占めているが、都市計画基礎調査で継続的に把握してい
る自治体もある（回答数の3割弱）。なお、リスト化まで行っている自治体は少ない。

○ 空き地等の実態を把握する上で、「労力・予算が確保できない」、次いで「制度的根拠がない」、「所有者が特定でき
ない」ことを課題として挙げる自治体が多い。

17出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点）



【機密性２】
空き地等の情報公開の現状

477 

67 

135 

361 

77 

0 200 400 600

不特定多数に対しネット（例：空き家バンク）や台帳縦覧

等による公開を行っている

申し込みに応じ、原則として公開している

業務の中で必要に応じ情報提供を行っている

原則として公開や情報提供は行っていない

その他

（回答数）空き家の情報を公開する仕組みの有無（複数回答）

128 

20 

109 

744 

51 

0 500 1,000

不特定多数に対しネット（例：空き地バンク）や台帳縦覧

等による公開を行っている

申し込みに応じ、原則として公開している

業務の中で必要に応じ情報提供を行っている

原則として公開や情報提供は行っていない

その他

（回答数）空き地等の情報を公開するような仕組みの有無（複数回答）

224 
705 

361 
220 

86 
187 

0 200 400 600 800

メリットがない

労力・予算が確保できない

制度的根拠がない

所有者の協力が得られない

その他

特に課題は感じない

（回答数）

自治体内の空き地等の情報を

公開する仕組みに関する課題（複数回答）

○ 空き家についてはネット（空き家バンク等）や台帳で情報を公開する取組みが進んでいる一方、空き地等に関しては
進んでいない現状がみられる。

○ 空き家・空き地等をネットで公開している場合においても約半数は自治体のホームページ上に、「物件情報のＰＤＦ
データのみ掲載している」状態であり、検索しづらい状況がうかがえる。

○ 自治体において空き地等を公開する上で、「労力・予算が確保できない」、次いで「制度的根拠がない」ことが課題と
して挙げられることが多い。

18出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点）

自治体のホームページ上

に、物件情報のPDFデータ

のみ掲載している

267 52.5%webページを作成し、物

件検索エンジンをつけて、

物件情報を掲載している

81 15.9%

webページを作成している

が、検索エンジンはつけず物

件情報のみ掲載している

145 28.5%

無回答

16 3.1%

空き地等の情報をネットで公開している場合の公開形態



自治体の空き地等の条例について①

○ 4割近くの自治体が空き地等の管理や利活用の促進のための条例等が「ある」もしくは、「制定を検討している」と回
答している。その内、空き地を対象にしたものが410条例、空き家を対象としたものが169条例存在している。

○ また、条例の目的としては、「生活環境の保全（雑草の除去、騒音・振動・悪臭、害虫、砂ぼこり、ごみ等の投棄等の
防止）」など空き地等の適正管理の関する目的が多い。一方、「利活用の促進」を目的をしたものも47条例ある。

ある
432 

35.4%

制定を検討している
18 

1.5%

ない
735 

60.2%

無回答
36 

2.9%

空き地等の管理や利活用の促進のための条例等の有無

410

169

62

53

44

53

0 200 400 600

空き地

空き家

資材置場

屋外駐車場

残土置場

その他

（回答数）条例の対象（複数回答）

410
302

197
191

121
105

62
47

10
12 

0 100 200 300 400 500

生活環境の保全（雑草の除去）

生活環境の保全（騒音・振動・悪臭、害虫、砂ぼこり、ごみ等の投棄等の防止）

防災

防犯

景観保全

危険防止

自然環境保全

利活用の促進

農地保全

その他

（回答数）条例の目的（複数回答）

19出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点）



自治体の空き地等の条例について②

○ 条例の内容として、「規制の制定がある」ものが393条例あり、その多くには、「指導・助言」、「勧告」、「措置命令」の
規定制度がある。ただし、その適用実績としては、「指導・助言」は7割近くを占めるものの、その他の規定制度の適
用実績は少ない。

○ 条例等による規制の課題としては、「空き地等の所有者の規範意識が低い」、「空き地等の所有者の協力を得られな
い」が挙げられ、次いで、「空き地等の所有者等やその所在が不明又は当方居住等のため、指導や是正等ができな
い」、「空き地等の所有者が規制等の存在を知らない」、「規制すべき管理レベルの線引きが困難」が挙げられている。

393 

31 

45 

0 500

規制の制定がある

支援（助成）の規定がある

支援（助成以外）の規定がある

（回答数）
条例の内容（複数回答）

回答数

規定有り 規定有りの場合：
適用実績有り

1 指導・助言 355 240

2 勧告 349 91

3 措置命令 312 29

4 公表（命令に従わなかった者等の公表） 128 3

5 罰則（罰金、過料等） 79 0

6 代執行 167 7

7 その他 22 2

258

245

211

170

142

58

58

57

19

20 

0 100 200 300

空き地等の所有者の規範意識が低い

空き地等の所有者の協力が得られない

空き地等の所有者等やその所在が不明又は遠方

居住等のため、指導や是正等ができない

空き地等の所有者が規制等の存在等を知らない

規制すべき管理レベルの線引きが困難

財産権を侵害せず措置可能な範囲が不明確

法律による担保が必要

規制の執行体制・ノウハウが不十分

違反が多すぎて是正しきれない

その他

（回答数）
条例等による規制の課題（複数回答）

規制制定がある場合の処分等の規定の内容（複数回答）

20出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点）



自治体の寄附の受入れと管理を行うべき主体に対する意識の違い

95.3%

2.5%

1.2% 0.9% 0.1%
0.0%

空き地等の管理に関し、最終的に責任を追うべき主体

（H２８年度自治体アンケート）

土地の所有者若しくはそ

の家族・親族

国

地方公共団体

その他

町内会や自治会、管理組

合など

NPO

4.5% 0.2%

39.9%
53.8%

1.6%

自治体による寄附の受入れについて

空き地等に限らず寄附の受入制度・基準等を定めている

空き地等に限定された寄附の受入制度・基準等を定めている

特に定めはないが、寄附の申し出等に対応して都度検討している

原則として受入れは行っていない

その他

44.6%

15.4%

28.3%

0.2%
4.3% 2.9%

4.4%

空き地等の管理に関し、最終的に責任を追うべき主体

（H２８年度土地問題に対する国民の意識調査）

土地の所有者若しくはそ

の家族・親族
国

地方公共団体

その他

町内会や自治会、管理組

合など
NPO

わからない

○ 自治体の寄付の受入れについては、「原則として受入れを行っていない」が約５割を占めており、次いで、「特に定め
はないが、寄付の申し出等に対応して都度検討している」が約４割を占めていた。

○ 空き地等の管理に関し、最終的に責任を負うべき主体については、自治体の大半が「土地の所有者若しくはその家
族・親族」と回答する一方、土地問題に対する国民の意識調査では「土地の所有者若しくはその家族・親族」と回答
する人が約４割を占めるものの、国や地方自治体といった行政を挙げるものも約４割を占めている。

21出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点） 出典：国土交通省「土地問題に対する国民の意識調査」（平成28年12月）



所有者不明の空き地等の現状と対策について

○ 所有者不明の空き地等については、約３割の自治体が「存在する」と回答している。
○ 所有者不明の空き地等に対し、何らかの対策を行っている自治体が、43あるが、その多くは戸籍や住民票等による

追跡調査を実施している。

はい
43 

12.5%

いいえ
297 

86.1%

無回答
5 

1.4%

自治体における所有者不明の空き地等に対する対策の有無

22

ある
345 

28.3%

ない
88 

7.2%

調べていないのでわからない
734 

60.1%

無回答

54 4.4%

自治体における所有者不明の空き地等の存在有無

出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点）



自治体のおける「空き地等になっている公有地」の実態及び活用意向について

○ 「空き地等になっている公有地」が「多くある」、もしくは「ある」と回答した自治体は約７割を占めている。
○ 「空き地等になっている公有地」で当面、利用予定のないもので暫定利用しているものは４割近くを占めている。
○ 「空き地等になっている公有地」で当面、利用予定のないもので恒久的利用を検討する上での課題として、「財政的

に開発する余裕がない」、次いで「開発を検討しても、事業性が低く計画が成立しない」と回答している。また、その意
向として、土地の賃貸よりも、「土地を売却し、民間事業者の資金やノウハウを利用して開発して欲しい」と回答する
自治体が多い。

多くある
94 

7.7%

ある
766 

62.7%

少ない
325 

26.6%

無回答 36 2.9%

自治体における「空き地等になっている公有地（土地開発公社等

市町村以外が所有しているものも含む）」の実態

ある
471 

38.6%
ない
705 

57.7%

無回答 45 3.7%

自治体が所有する「空き地等になっている公有地」で当面、利用予定がないもの

について、地域コミュニティや民間等を対象にした暫定利用の実施有無

自ら公共施設を建築したい

33 2.7% 自治体が土地を保有したまま賃貸し、民間

事業者の資金やノウハウを利用して開発し

て欲しい 67 5.5%

土地を売却し、民間事業者の資金やノ

ウハウを利用して開発して欲しい

520 42.6%

特に意向はない
434 

35.5%

その他・無回答
167 

13.7%

自治体が所有する「空き地等になっている公有地」で当面、

利用予定がないものについての今後の意向

財政的に開発する余裕がない

445 36.4%

開発してもらえるような民間事

業者が見つからない
178 14.6%開発を検討する専門家がいない

40 3.3%

開発を検討しても、事業性

が低く計画が成立しない
230 18.8%

その他・無回答
328 

26.9%

自治体が所有する「空き地等になっている公有地」で当面、

利用予定がないものについて、恒久的利用を検討するにあたって課題

23出典：国土交通省「空き地等に関する自治体アンケート」（平成29年２月20日時点）



４. アンケート調査を踏まえた空き地等に関する考察

１. 今後空き地等が増加していくことが示されているが空き地等の何が問題か

○将来の見通しが不明確である場合に、自己の資産である土地を無理に処分や利用するのではなく、とりあえず保有を維持

することを選択するのは、個別の土地所有者にとってごく自然な行動のように思われる。

○他方、空き地等の問題は、大きく以下の二つあるのではないか。

① 空き地等の維持管理に取り組まない所有者が相当数を占め、結果として、雑草繁茂・害虫をはじめとする社会的害悪

が発生するおそれがあるが、実際に発生した（または発生する蓋然性が高い）場合にどうすべきか。

② 個別の土地所有者が売却や貸付けを行わず（または、行えず）、空き地等のままにしておくことには、社会的に見れば、

機会費用が発生しているのではないか。地域差はあろうが、従来と同じ小規模な住宅用地として空き地等を保有してい

る所有者には、例えば空き地等を集約して、医療介護や子育て等の地域住民ニーズに供するという他の選択肢が検討

されることもなく、地域においてこれまで整備してきた土地周辺の公共施設も活用されないままになるが、どう考える

べき か。

２. 空き地等の地域での利活用の促進のために何が重要か

○空き地バンクなどにより、自己所有の空き地等に関する情報が不動産流通市場に提供されることについては、肯定的な意

見が少ないため、市町村が空き地バンクを設ける際には、情報提供への拒否感の払拭や情報提供のメリットについて考え

る必要がある。

○地域でのまちづくりのための利活用に関しては、借り手として自治体など信頼できる主体が、責任を持って管理する体制を

整えること、地代水準そのものではなくても所有者が一定のメリットを感じられるようにすれば、所有者は土地を貸す意向

があることから、こうした意向に沿った環境をいかにつくっていくかが重要ではないか。

３. 空き地等の管理・活用に向けた、自治体における取組みを促進するために何が重要か

○現在多くの自治体で、空き地等の担当部署も明確ではないなど、体制が十分ではなく、実態把握も進んでいない状況にあ

る。ほとんどの自治体は、空き地等の管理に関して最終的に責任を負うべきは所有者であると考えているが、国として空

き地等への対応を進めるため、自治体の取組みを促す方策を検討すべきではないか。
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５. その他参考資料

25



世帯が所有する空き地等面積割合の推移～地域別

（出典） 土地基本調査
（注 １） 空き地には、原野も含む。
（注 ２） 各面積（空き地・駐車場・資材置場）割合は、世帯が所有する宅地面積に占める割合
（注 ３） 三大都市圏（都市） ： 東京23区、名古屋市、大阪市

三大都市圏（郊外） ： 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県内の市町
（三大都市圏（都市）は除く）

地方 ： 三大都市圏（都市）、三大都市圏（郊外）、仙台市、広島市、福岡市以外の市町
※ 北海道内の市町は、原野の面積が大きいことが想定されるため除外している。

図１ 世帯の都市区分別
空き地の所有面積割合の推移

図２ 世帯の都市区分別
駐車場の所有面積割合の推移

図３ 世帯の都市区分別
資材置場の所有面積割合の推移

三大都市圏（都市） 三大都市圏（郊外） 仙台市、広島市、福岡市 地方
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○ 世帯が所有する空き地の所有面積割合を地域別にみると、都市圏に比べて地方圏が高い傾向
○ また、平成15年から推移をみると、三大都市圏（都市）では空き地面積の割合が低下している一方で、

それ以外の地域では上昇傾向
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・右目盛り：空き地の所有面積

・左目盛り：65歳以上の割合

○ 世帯が所有する空き地面積を年齢別にみると、65歳以上の割合が年々増加し、平成５年は25％だったが、平成25年
で50％と約半数を占める（図１）

○ これに伴い､空き地を所有する世帯の平均年齢も年々上昇し､平成５年は55.8歳だったが､平成25年では64.2歳(図１)
○ また、平成５年の空き地の所有面積を100とすると、65歳以上の面積が急速に増加（2.8倍に増加）（図２）
○ このように、年齢別のいずれの側面からみても、空き地を所有する世帯の高齢化が進んでいることを示唆

世帯の空き地面積の推移①～年齢別

（出典）土地基本調査
（注１）年齢は、家計を主に支える者の年齢
（注２）平均年齢は、所有面積当たりの年齢

（出典）土地基本調査
（注１）数値は、平成５年の年齢別所有面積を100とした場合の

指数

図２ 世帯の年齢別空き地の所有面積の推移（指数）図１ 世帯の年齢別空き地の所有面積の推移、平均年齢
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世帯の空き地面積の推移②～世帯人員、年間収入、従業別

（出典）土地基本調査
（注１）数値は、平成５年の年齢別所有面積を100とした場合の指数
（注２）従業別は、家計を主に支える者の従業上の地位

図３ 世帯の世帯人員別空き地の所有面積 図４ 世帯の年間収入別空き地の所有面積 図５ 世帯の従業別空き地の所有面積
の推移（指数） の推移（指数） の推移（指数）

○ 平成５年の空き地の所有面積を100とした指数について各属性をみると、世帯人員（図３）や年間収入が少
なく（図４）、無職世帯（図５）において、空き地所有面積の増加が著しい傾向

○ このように、増加が顕著な空き地所有世帯の属性的特徴は、高齢化、低世帯人員、低収入、無職
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○世帯が所有する空き地等（空き地、屋外駐車場、資材置場）面積を年齢別にみると、65歳以上の割合が年々増加し、平
成５年は24％だったが、平成25年で51％と半数以上を占める（図１）

○これに伴い､空き地等を所有する世帯の平均年齢も年々上昇し､平成５年は56.2歳だったが､平成25年では64.7歳(図１)
○また、平成５年の空き地等の所有面積を100とすると、65歳以上の面積が急速に増加（2.7倍に増加）（図２）
○このように、年齢別のいずれの側面からみても、空き地等を所有する世帯の高齢化が進んでいることを示唆

世帯の空き地等面積の推移①～年齢別

（出典）土地基本調査
（注１）年齢は、家計を主に支える者の年齢
（注２）平均年齢は、所有面積当たりの年齢

（出典）土地基本調査
（注１）数値は、平成５年の年齢別所有面積を100とした場合の

指数

図２ 世帯の年齢別空き地等の所有面積の推移（指数）図１ 世帯の年齢別空き地等の所有面積の推移、平均年齢
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世帯の空き地等面積の推移②～世帯人員、年間収入、従業別

（出典）土地基本調査
（注１）数値は、平成５年の年齢別所有面積を100とした場合の指数
（注２）従業別は、家計を主に支える者の従業上の地位

図３ 世帯の世帯人員別空き地等の所有面積 図４ 世帯の年間収入別空き地等の所有面積 図５ 世帯の従業別空き地等の所有面積
の推移（指数） の推移（指数） の推移（指数）

○ 平成５年の空き地等の所有面積を100とした指数について各属性をみると、世帯人員（図３）や年間収入が
少なく（図４）、無職世帯（図５）において、空き地所有面積の増加が著しい傾向

○ このように、増加が顕著な空き地等所有世帯の属性的特徴は、高齢化、低世帯人員、低収入、無職
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